
様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 28 年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

方法①

対象者
（対象
地域）

対象者は全市民、募集人数は40人 対象者は全市民
・参加者の確保が難しかった。
・ワークショップのプログラムを実施してみて、2時間では時間が足りなかった。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

・第1回　参加者40名　269件
・第2回　参加者32名　350件
・第3回　参加者30名　49件
　　　　　延べ102名　668件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

・多くの市民に参加してもらうための周知方法の工夫が必要。
・開催時期、曜日、時間帯などの場の設定の工夫が必要。

方法① ワークショップの実施 ワークショップの実施
結果公表
の方法
及び時期

12月中旬にホームページにて公表 11月8日（火）市ホームページに掲載名　称
（仮称）花巻市まちの未来と公共施設
について考える市民ワークショップ

花巻市まちの未来と公共施設について考え
る市民ワークショップ

周知方法
及び
時　期

広報はなまき、市ホームページ
・広報はなまき8月15日号に掲載
・8月4日（木）市ホームページに掲載

○市民参画により効果があったことを記入してください

・ワークショップを重ねる中で、参加者の公共施設に対する問題意識が深まった。
・若者の参加者が多く、進行役であるファシリテーターを市民が行ったこと。
・対話の様子を「見える化」するグラフィック・ハーベスティングを導入し、市民がグラ
フィッカーを務めたこと。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

８月下旬から10月下旬までの3回

・第1回　8月25日（木）なはんプラザ
　19:00-21:00
・第2回　9月28日（水）なはんプラザ
　19:00-21:00
・第3回　10月27日（木）なはんプラザ
　19:00-21:00

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

・概ね計画のとおり実施できた。

○反省点があれば記入してください

対象の内容

【目的】公共施設等の更新・長寿命化などを計画的に行うことで、財政負担の軽減・平準化及び最適な施設保有量の実現を図るための計画策定
【内容】・公共施設等の現状及び将来の見通し・公共施設の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針・用途別の管理に関する基本的な方針
【区分】基本方針
【計画期間】平成29年度～平成68年度（40年間）
【関係法令】「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」平成26年4月22日付け総務大臣通知により策定要請

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

担当部署：契約管財課公共施設計画策定室

担当者：瀬川　猛　内線（363）

対象の名称 花巻市公共施設マネジメント計画【基本方針編】 対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更
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２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

方法②

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として実施する 同左 特になし

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出者２名、のべ４３件
素案閲覧者数　備付素案21件
　　　　　　　ホームページのべ276件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

方法② パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施

結果公表
の方法
及び時期

２月下旬にホームページにて公表
平成29年3月23日、市ホームページ及び
素案を備え付けた施設で公表

名　称
公共施設等総合管理計画（案）のパブ
リックコメント

花巻市公共施設マネジメント計画【基本方
針編】（素案）のパブリックコメント

周知方法
及び
時　期

広報はなまき12月15日号に掲載する
とともに、市ＨＰに掲載する。
計画（案）を当課及び総合政策部総務
課、各総合支所地域振興課、まなび学
園、各振興センター、各市立図書館、
花巻保健センターに備え付ける。

・広報はなまき1月15日号に掲載
・１月16日（月）市ホームページに掲載
計画（案）を当課及び総合政策部総務課、
各総合支所地域振興課、まなび学園、各振
興センター、各市立図書館、花巻保健セン
ターに備え付ける。

○市民参画により効果があったことを記入してください

素案に反映できる意見を聴取することができた。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

１月上旬から２月上旬（１カ月間） １月１６日～2月16日（32日間）

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

概ね計画のとおり実施できた。

○反省点があれば記入してください

対象の名称 花巻市公共施設マネジメント計画【基本方針編】

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容
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２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

方法③

対象者
（対象
地域）

各地域協議会（花巻地域・大迫地域・
石鳥谷地域・東和地域）各1回

同左 特になし

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

・花巻地域自治推進委員会  15名  意見2
件
・石鳥谷地域協議会  13名  意見2件
・大迫地域協議会  12名  意見なし
・東和地域協議会  12名  意見1件
　　　　　　  延べ52名  意見5件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

特になし

方法③ その他適切と判断される方法 審議会その他の附属機関における委員の公募

結果公表
の方法
及び時期

3月中旬ホームページにて公表

平成29年3月2３日、最終案調整への意見
として扱いパブリックコメントによる意見
への対応とともに公表（市ホームページ掲
載）

名　称 関係団体等からの意見聴取 自治推進委員会及び各地域協議会での審議

周知方法
及び
時　期

開催予定日の2週間以上前までに郵送等
により通知する。資料の事前配布

それぞれの関係団体に対して、開催日の2
週間前に郵送により通知した。資料につい
ては、開催日の5日前に郵送により通知し
た。 ○市民参画により効果があったことを記入してください

市全体の計画であるが、地域の視点からの意見を聞くことができた。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

１月上旬から2月中旬　4回

・花巻地域自治推進委員会　花巻市役所
　1月30日（月）　9:30～
・石鳥谷地域協議会　石鳥谷総合支所
　1月30日（月）　13:30～
・大迫地域協議会　大迫総合支所
　1月31日（火）　14:00～
・東和地域協議会　東和総合支所
　2月2日（木）　13:30～

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

○反省点があれば記入してください

対象の名称 花巻市公共施設マネジメント計画【基本方針編】

当初予定 実施内容 方法③ 当初予定 実施内容
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２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

方法④

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として実施
まちづくり総合計画第二期中期プランとの合同説明会としたため、開催時間が長くなった。参
加者、意見数が少なかった。

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

・花巻地域　参加者9名　意見2件
・大迫地域　参加者2名　意見3件
・石鳥谷地域　参加者0名
・東和地域　参加者6名　意見0件
　　　 延べ参加者17名　意見5件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

合同開催の場合は、事前にタイムスケジュールを詳細に公表するなど、参加者を増やす工夫が
必要。

方法④ その他適切と判断される方法

結果公表
の方法
及び時期

平成29年3月23日、最終案調整への意見
として扱いパブリックコメントによる意見
への対応とともに公表（市ホームページ掲
載）

名　称
公共施設マネジメント計画【基本方針編】
（素案）に関わる市民説明会

周知方法
及び
時　期

・広報はなまき1月15日号に掲載
・1月20日（金）市ホームページに掲載

○市民参画により効果があったことを記入してください

施設管理者の意見や公共施設を利用しない人の意見など、様々な市民の意見を聞くことができ
た。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

・1月26日（木）18:30～
　大迫地域活性化センター
・1月27日（金）18:30～
　東和総合支所
・1月30日（月）18:30～
　石鳥谷生涯学習会館
・1月31日（火）18:30～
　まなび学園

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

自治推進委員会及び各地域協議会だけでは地域への説明、意見聴取が不十分であると考え、地
域説明会を追加した。

○反省点があれば記入してください

対象の名称 花巻市公共施設マネジメント計画【基本方針編】

当初予定 実施内容 方法④ 当初予定 実施内容
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市民参画職員チーム評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

市民参画・協働推進委員会評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

対象の名称 花巻市公共施設マネジメント計画【基本方針編】

総合評価

総合評価

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）
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様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

対象の内容

【目的】健康増進計画に基づき、健康づくりのための行動指針として策定したプランの、目標値の見直しや新たな健康課題等の検討
【内容】・達成度の明確化のため、食事・運動など分野ごとの目標を数値で設定　・積極的に生活習慣病を予防する「一次予防」に重点をおく　・生涯にわたる健康づくりを推進
【区分】アクションプラン（行動計画）
【計画期間】平成24年度～平成33年度
【関係法令】健康増進法において、同法の基本方針および都道府県健康増進計画を勘案して、住民の健康の保持増進の推進計画の策定を推奨

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

担当部署：健康づくり課

担当者：及川　道子　　　　内線（390）

対象の名称 第２次健康はなまき21プラン（中間評価・見直し） 対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

方法① 意向調査の実施 意向調査の実施

結果公表
の方法
及び時期

平成２９年３月
平成28年11月24日～12月22日に実施し
た意見聴取に合わせ、市ホームページに掲
載

名　称 市民アンケート
健康はなまき２１プラン中間評価にかかる
意向調査（一般・母子・小中高生）

周知方法
及び
時　期

広報はなまき・市ホームページへ掲載
調査用紙は郵送。回答用紙は返信用封
筒による返送にて回収

平成２７年広報はなまき７月１日号に掲載

○市民参画により効果があったことを記入してください

花巻市民5,375名に意向調査を実施し、健康に関する集計がとれた

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

平成27年7月　１回

【一般・小中高生】
平成27年7月15日調査票発送
７月３１日回収
【母子】
妊婦・・・母子健康手帳交付時に調査
乳幼児・・・乳幼児健診に合わせて配布・
回収

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

なし

○反省点があれば記入してください

方法①

対象者
（対象
地域）

市民2,300人
10歳代から70歳代で年代別・男女別
に無作為抽出

①【一般】19歳以上の市民2,300人（無
作為抽出）郵送配布・郵送回収
②【小中高校生】市内に在籍する小学6
年、中学3年、高校3年生　計2,655人
学校を通じ配布回収
③【母子】
母子健康手帳交付者及び乳幼児健診受診者

今回送った一般アンケートは、定型封筒にアンケートを三つ折りにして郵送したが、角２の大
きい封筒を使えば回収率がよかったのではないかと思われた。
前回H23年度の回収率46.0％　今回H27年度の回収率37.5％

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

①回収数862人　回収率37.5％
②回収数2,628人　回収率99.0％
③回収数1,645人　回収率―

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

なし
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２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

対象の名称 第２次健康はなまき21プラン（中間評価・見直し）

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容

方法② パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施

結果公表
の方法
及び時期

平成29年3月上旬市ホームページ
平成29年3月22日、市のホームページに
掲載

名　称
第２次健康はなまき２１プラン（中間
評価・見直し）（素案）パブリックコ
メント

①　第２次健康はなまき２１プランの中間
評価に係る意見聴取
②　第２次健康はなまき２１プラン（素
案）のパブリックコメント

周知方法
及び
時　期

広報はなまき平成２８年１１月１日号
に掲載、市ホームページに掲載

花巻保健センター、市役所案内、新
館、各総合支所地域振興課、まなび学
園、各振興センター、各市立図書館に
備え付ける

①平成28年11月15日号広報はなまきに
掲載
②平成29年１月15日号広報はなまきに掲
載
①②共通
市のホームページに①②の資料を掲載した
ほか、総合政策部総務課、花巻保健セン
ター、各支所健康づくり窓口、各振興セン
ターに備え付けた

○市民参画により効果があったことを記入してください

各年代のご意見を多数聴取することができた

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

平成28年11月中旬から12月中旬
①　平成28年11月24日～12月22日
②　平成29年1月30日～2月28日

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

パブリックコメントは計画（素案）を1回のみ行う予定としていましたが、市民の方から、よ
り丁寧に意見を聴くことを目的に、アンケートや各種統計から中間評価を行った結果と計画
（素案）の2回に分け、パブリックコメントを実施しました。

○反省点があれば記入してください

方法②

対象者
（対象
地域）

全市民を対象 全市民を対象 なし

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

①5名、意見のべ14件
②2名、1団体　意見のべ12件
　素案閲覧者数　備付素案18名
　　　　　　　　ホームページのべ148名

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

なし
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２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

対象の名称 第２次健康はなまき21プラン（中間評価・見直し）

当初予定 実施内容 方法③ 当初予定 実施内容

方法③ 審議会その他の附属機関における委員の公募 審議会その他の附属機関における委員の公募

結果公表
の方法
及び時期

平成29年3月上旬
平成29年3月23日、市のホームページに
掲載

名　称 花巻市健康づくり推進協議会 花巻市健康づくり推進協議会

周知方法
及び
時　期

協議会開催の3週間から1か月前に委員に
郵送等により通知

○市民参画により効果があったことを記入してください

健康づくりの推進に関係の深い団体の意見を聴取することができた

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

第1回　平成28年8月25日午後1時30分
～
第2回　平成29年1月24日午後1時30分
～
第3回　平成29年3月14日午後1時30分
～

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

パブリックコメントを1回の予定が中間評価と計画（素案）の2回実施したため、健康づくり
推進協議会は予定より1回増やし、3回開催した

○反省点があれば記入してください

方法③

対象者
（対象
地域）

医師会、歯科医師会、薬剤師会、保健推進委員協
議会、花巻農業協同組合、中部保健所、民生委員
自動委員協議会、花学校保健会、青年会議所、社
会福祉協議会、食生活改善推進員、岩手県看護協
会、岩手県栄養士会、商工会議所、スポーツ推進
委員協議会、法人保育所協議会、私立幼稚園協議
会、地域婦人団体協議会、公募委員

なし

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

第1回　平成28年8月25日　のべ10件
第2回　平成29年1月24日　のべ12件
第3回　平成29年3月14日　のべ5件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

なし
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２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

対象の名称 第２次健康はなまき21プラン（中間評価・見直し）

当初予定 実施内容 方法④ 当初予定 実施内容

方法④ ワークショップの実施 ワークショップの実施

結果公表
の方法
及び時期

平成29年3月21日ホームページ掲載
名　称

健康はなまき２１プランの中間評価に関す
る意見交換会

周知方法
及び
時　期

開催日の2週間前に案内を郵送

○市民参画により効果があったことを記入してください

多数の方から様々な意見を頂くことができた

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

平成28年9月27日　午前10時～11時30
分
花巻保健センター　1回

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

①花巻市保健推進委員理事18名
②花巻市食生活改善推進員幹事13名

参加した年齢層が60歳代の女性が多く、興味のある分野に偏りがみられた。
（本プランは、11の健康分野で構成されているが、「栄養・食生活」「生活習慣病」「子ど
ものこころと体」について意見が多く寄せられ、「妊娠・出産」「乳幼児期の子育て」につい
ては意見が出なかった）

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

参加者
①花巻市保健推進委員理事9名
②花巻市食生活改善推進員幹事7名
意見のべ３２件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

今回は、健康づくり課と関連の深い二つの団体の理事や幹事に声をかけ参加頂いたが、若年層
も参加できる体制を整えればよかった。

方法④
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市民参画職員チーム評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

市民参画・協働推進委員会評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

対象の名称 第２次健康はなまき21プラン（中間評価・見直し）

総合評価

総合評価

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）
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様式第４号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２８年度　市 民 参 画 報 告 書

１　参画の対象について記入してください。

２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

担当部署：生涯学習部花巻図書館

担当者：城守敏浩　　　　　内線（８－３８１）

対象の名称 花巻市子ども読書活動推進計画 対象区分 市の基本構想、基本計画その他の基本的な事項を定める計画の策定又は変更

3月23日ホームページに掲載

対象の内容

【目的】子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、子どもの健やかな成長に資すること。
【内容】子どもの自主的な読書活動を推進するため、家庭、地域、学校及び行政などがそれぞれ担うべき役割や取り組みを定める。
【区分】基本計画
【計画期間】平成２９年度～平成３３年度
【関係法令】子どもの読書活動の推進に関する法律に基づく努力義務

当初予定 実施内容 方法① 当初予定 実施内容

子どもの読書活動に関わる多くの関係者から現状を確認できたり、様々な意見を聴取すること
ができた。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

１２月中旬から３月上旬　３回

・第１回１２月２２日（木）１０：００
　　花巻図書館　会議室
　　案内送付１５名→出席９名
・第２回　２月２４日（金）１０：００
　　花巻図書館　会議室
　　案内送付１５名→出席１１名
・第３回　３月１３日（月）１０：００
　　花巻図書館　会議室
　　案内送付１５名→出席１０名

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

事前評価の際、委員より、検討委員会のメンバーについて、「学校以外で自由になる時間のほ
とんどが、ゲームやテレビやビデオなどのメディアで占められている子どもたちの２４時間を
どう組み立てていくかが課題であり、生活規律を考えていける人に入ってもらってはどうか」
という意見があったため、岩手県立生涯学習推進センターを加えた。

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

花巻市校長会、市内私立高等学校、中
部教育事務所、花巻私立幼稚園協議
会、花巻市法人立保育所協議会、読み
聞かせボランティア団体、保護者、図
書館協議会、公募

花巻市校長会、花巻東高等学校、中部教育
事務所、岩手県立生涯学習推進センター、
花巻私立幼稚園協議会、花巻市法人立保育
所協議会、読み聞かせボランティア団体、
花巻市PTA連合会、図書館協議会、公募

検討委員会の開催が平日の午前中であったことから、委員の出席率が低かった。委員の推薦団
体に対し予めその旨お話して委員の推薦をお願いする必要があったと思われる。

方法① その他適切と判断される方法 その他適切と判断される方法
結果公表
の方法
及び時期

3月中旬ホームページにて公表名　称
花巻市子ども読書活動推進計画検討委
員会

花巻市子ども読書活動推進計画検討委員会

周知方法
及び
時　期

開催日の2週間以上前に郵送により通知
する。

開催日の２０日程前に郵送により通知し
た。

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

第１回　のべ８件
第２回　のべ９件
第３回　のべ６件

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

方法①11 ページ



２　実施した方法の詳細について記入してください。

３　実施した方法の自己評価を記入してください。

平成２９年３月１３日、市ホームページ
で、提出された意見が無かったことをお知
らせした。

対象の名称 花巻市子ども読書活動推進計画

当初予定 実施内容 方法② 当初予定 実施内容

意見はでなかったが、計画の策定についてたくさんの人に認知してもらえた。

実施の時
期(日時)
場所及び
回数等の
内訳

１月中旬から２月中旬（１か月間）
平成２９年１月１５日～２月１４日（３１
日間）

○予定を変更して実施した場合はその内容と理由を記入してください

○反省点があれば記入してください

対象者
（対象
地域）

全市民を対象として実施する。 同左 広報で特集を組むなどすれば、関心を高めることができたのではないか。

方法② パブリックコメントの実施 パブリックコメントの実施

結果公表
の方法
及び時期

平成２９年２月中旬以降に公表
名　称

第三次花巻市子ども読書活動推進計画
（素案）のパブリックコメント

第三次花巻市子ども読書活動推進計画（素
案）のパブリックコメント

周知方法
及び
時　期

広報はなまき１月１５日号に掲載する
とともに、市ホームページに掲載す
る。素案については、当館及び総務
課、各総合支所地域振興課、まなび学
園、各振興センター、花巻保健セン
ター、各市内図書館に備え付ける。

・広報はなまき１月１５日号に掲載
・市ホームページに掲載（１月１５日～）
・素案については、当館及び総務課、各総
合支　所地域振興課、まなび学園、各振興
センター、花巻保健センター、各市内図書
館に備え付けた。

○市民参画により効果があったことを記入してください

実施結果
意見提出
者数・提
出件数等

意見提出者０名、０件
素案閲覧者数　備付素案　８名
　　　　　　　ホームページ　２２６名

○市民参画の実施に当たって改善点があれば記入してください

方法②
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市民参画職員チーム評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

市民参画・協働推進委員会評価内容

　改善の余地があるとした項目と理由

　

対象の名称 花巻市子ども読書活動推進計画

総合評価

総合評価

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）

改善の余地あり

適切である

方 法

周 知

実施時期・場所等

結果公表

対象者（対象地域）
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様式第１号 平成29年度　計画・条例等一覧【参画対象】

№

1 新花巻図書館整備基本構想

【目的】
　　生涯学習の拠点施設として、知識の
　向上や心の豊かさを求める市民ニーズ
　に的確に対応できる機能を備えた新し
　い花巻図書館を整備するための構想
【内容】
　　図書館整備の背景や花巻図書館の現
　状と課題を明示した上で、新花巻図書
　館の整備にあたっての基本的な方針を
　示す。
【区分】
　基本構想

オ
施設

除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

2
東和コミュニティセンター整
備事業に係る基本設計

【目的】
　東和地域の生涯学習及び地域づくり等
の拠点である東和コミュニティセンター
センターが老朽化及び耐震基準を満たし
ていないことから改築を行うもの
【内容】
　東和コミュニティセンター改築にかか
る基本設計
【区分】
　改築

カ
(イ)
地域
建物
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様式第２号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度　市 民 参 画 計 画 書

１　参画の対象について記入してください。

２　選択した市民参画の方法について記入してください。

３　計画・条例等の全体スケジュール

担当部署：生涯学習部生涯学習課

担当者：菅原一憲　内線（４１７）

対象の名称 新花巻図書館整備基本構想 対象区分 公共の用に供される重要な施設の建設計画の策定又は変更

対象の内容

【目的】
　　生涯学習の拠点施設として、知識の向上や心の豊かさを求める市民ニーズに的確に対応できる機能を備えた新しい花巻図書館を整備するための構想
【内容】
　　図書館整備の背景や花巻図書館の現状と課題を明示した上で、新花巻図書館の整備にあたっての基本的な方針を示す。
【区分】
　　基本構想

方法① パブリックコメントの実施 方法② 審議会その他の附属機関における委員の公募

名　称 新花巻図書館整備基本構想（案）パブリックコメント 名　称 花巻市立図書館協議会での審議

時　期
及び

回　数
４月中旬から５月中旬（１ヶ月）

時　期
及び
回　数

６月下旬

方　法や
時　期を
選択した

理由

多くの市民が意見を述べやすい方法として選択。
時期については、パブリックコメント後の意見集約及び市民からの意見を計画へ反映
させるめの十分な検討期間を考慮し、選択した。

方　法や
時　期を
選択した
理由

図書館の運営について協議をする花巻市立図書館協議会の意見を反映させる方法と
して選択。
時期については、年３回開催される定例会の１回目である上記の時期を選択した。

対象者
(対象
地域)

全市民を対象として実施する。
対象者
(対象
地域)

花巻市立図書館協議会
（学校教育の関係者、社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、
識見を有する者、公募による者）

周知方法
及び

時　期

広報はなまき４月１５日号に掲載するとともに、市ホームページに掲載する。
案については、当課及び各総合支所、まなび学園、各振興センター、各市立図書館に
備え付ける。

周知方法
及び
時　期

開催日の２週間以上前に郵送により通知する。

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ３月 ４月１月 ２月９月 １０月 １１月 １２月
策
定
等

方
法
①

方
法
②

実施広報掲載依頼

・資料準備
広報・HPにより周知 意見の整理 結果の公表

郵送による通知 意見の整理

結果の公表

実施

●構想決定
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市民参画・協働推進職員チーム評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

市民参画・協働推進委員会評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

●評価後に記入　　反映したことや反映しなかった場合の理由を記入してください。

総合評価

　

総合評価

　

対象の名称 新花巻図書館整備基本構想

反映した内容とその理由

反映しなかった内容とその理由

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）
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様式第２号 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成２９年度　市 民 参 画 計 画 書

１　参画の対象について記入してください。

２　選択した市民参画の方法について記入してください。

３　計画・条例等の全体スケジュール

３月 ４月
策
定
等

方
法
①

方
法
②

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

7月上旬から随時有線放送で周知する。

方　法や
時　期を
選択した

理由

東和地域における地域の拠点となる施設を整備するうえで、関係機関・団体から直接
具体的な意見を聞く方法として選択。時期は、基本設計素案作成段階及び基本設計素
案の説明として適切な時期を選択した。

方　法や
時　期を
選択した
理由

東和地域における地域の拠点となる施設を整備するうえで、一般市民と直接対面
し、幅広い意見を聞く方法として選択。時期は、基本設計素案の説明として適切な
時期を選択した。

対象者
(対象
地域)

土沢地域づくり会議、東和地域行政区長会、花巻商工会議所東和支部、花巻農業協同
組合東和支店、花巻市社会福祉協議会東和支部、花巻市身体障がい者福祉協会東和支
部、花巻市地域婦人団体協議会東和支部、花巻市老人クラブ連合会東和支部、東和町
芸術文化協会、東和町体育協会、花巻市立東和中学校、東和中学校ＰＴＡ、土沢幼稚
園あやめの会（子育て団体）

対象者
(対象
地域)

東和地域一般市民

周知方法
及び

時　期
開催日の２週間以上前に郵送により通知する。

周知方法
及び
時　期

３月

対象の内容
【目的】　東和地域の生涯学習及び地域づくり等の拠点である東和コミュニティセンターが老朽化及び耐震基準を満たしていないことから改築を行うもの
【内容】　東和コミュニティセンター改築にかかる基本設計
【区分】　改築

方法① その他適切と判断される方法 方法② 意見交換会の開催

一般市民との意見交換会

時　期
及び

回　数
6月上旬、８月上旬のほか必要に応じて開催。

時　期
及び
回　数

8月上旬開催

名　称 関係機関・団体からの意見聴取 名　称

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

担当部署：東和総合支所地域振興課

担当者：小原　一美　　内線（940-303）

対象の名称 東和コミュニティセンター整備事業に係る基本設計 対象区分 (特定地域)建物

実施

素案作成 計画策定・決定

実施 結果の公表

実施 結果の公表有線放送で周知

通知 通知
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市民参画・協働推進職員チーム評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

市民参画・協働推進委員会評価内容

検討の余地があるとした項目と理由

●評価後に記入　　反映したことや反映しなかった場合の理由を記入してください。

総合評価

　

反映した内容とその理由

反映しなかった内容とその理由

総合評価

　

対象の名称 東和コミュニティセンター整備事業に係る基本設計

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）

周知方法検討の余地あり

周知時期

適切である

方 法

時 期

対象者（対象地域）
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様式第１号 平成29年度　計画・条例等一覧【対象外・除外】

№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）

花巻市高齢者いきいきプラン
20１８～20２０
（花巻市高齢者福祉計画・
　第７期介護保険事業計画）

【目的】
　・老人福祉法に基づき、老人福祉事業
の供給体制の確保に関する計画を定め
る。
　・介護保険法に基づき、市の介護保険
事業に係る保険給付の円滑な実施に関す
る計画を定める。
【内容】
　市の区域において確保すべき老人福祉
事業の量の目標及び計画期間における各
年度の介護給付サービスの種類ごとの量
の見込み並びに地域支援事業の量の見込
みを定める
【区分】
　　実施計画
【計画期間】
　　平成３０年度～平成３２年度
【関係法令】
　・老人福祉法第２０条の８　市町村
は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉
施設による事業の供給体制の確保に関す
る計画を定めるものとする。
　・介護保険法第1１7条　市町村は、
……介護保険事業に係る保険給付の円滑
な実施に関する計画を定めるものとす
る。

計画及び条例等の名称
　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

市の執行機関内部の事務処理に関す
るものであるため。

対象
外

花巻市保健福祉総合計画（平成24
年度～平成33年度）において高齢
者施策の基本方針を定めており、本
計画は同総合計画の期間内の事業実
施計画であるため除外する。

法令等において計画策定にあたって
の市民参画の方法が定められている
ため。
（根拠法令：農業振興地域の整備に
関する法律第11条抜粋）
　市町村は、農業振興地域整備計画
を定めようとするときは、その旨を
公告し、当該農業振興地域整備計画
の案を、当該農業振興地域整備計画
を定めようとする理由を記載した書
面を添えて、その公告の日からおお
むね30日間の期間を定めて縦覧に
供しなければならない。

花巻農業振興地域整備計画

【目的】
　農業の振興を図るべき地域を明らかに
し、土地の農業上の有効利用と農業の近
代化のための施策を総合的かつ計画的に
推進することを目的とする。
【内容】
・農用地利用計画
  農用地等として利用すべき土地の区域
（農用地区域）及びその区域内にある土
地の農業上の用途区分（農地、採草放牧
地、農業用施設用地）を定める。
・マスタープラン
　農業生産の基盤整備・開発の計画、農
用地等の保全計画、農業近代化施設の整
備計画、農村生活環境施設整備の計画な
どを定める。
【区分】
　基本計画
【計画期間】
　平成20年～
【関係法令】
・農業振興地域の整備に関する法律第12条の
2及び第13条により、おおむね5年ごとに行う
基礎調査の結果により、農業振興地域整備計画
を変更する。

ア
計画

2

ウ
法令
の

規定

1
花巻市職員の育児休業等に関
する条例の一部を改正する条
例

【目的】
　職員の育児休業等勤務条件の整備を図
る。
【内容】
　原則子が１歳までである育児休業を6
か月延長しても保育所に入所できない場
合に限り、更に6か月（2歳まで）の再
延長を可能とする。
【議会及び施行日】
　①議会提案　平成２９年９月定例会
　②施行日　　平成29年10月1日
【法令に基づく改正の場合】
　①育児休業、介護休業等育児又は家族
介護を行う労働者の福祉に関する法律
　②施行日　　平成29年10月1日

対象
外

3
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№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

花巻市保健福祉総合計画の実施計画
であるため。

6

第５期花巻市障がい福祉計画

【目的】
　　国が定める基本指針に即して、障害
　福祉サービスの提供体制の確保その他
　法律に基づく業務の円滑実施をするた
　めの計画
【内容】
　　１　基本的事項
　　２　障がい者の現状
　　３　平成３２年度に向けた成果目標
　　４　障がい福祉サービスの見込み量
　　５　地域生活支援事業の見込み量
　　６　計画推進体制
【区分】
　　実施計画
【計画期間】
　　平成３０年度～平成３２年度
【関係法令】
　　障害者総合支援法第88条

対象
外

　花巻市保健福祉総合計画の実施計
画であるため。

保険料の賦課徴収に関するものであ
るため、除外する。
 
 

4

5

花巻市介護保険条例の一部を
改正する条例

【目的】
　第７期介護保険事業計画により平成３
０年度から３２年度まで３か年の保険料
率を定めることから所要の改正を行う。
【内容】
　平成３０年度から３２年度まで３か年
の介護保険の保険料率を規定する。
【議会及び施行日】
　①議会提案　平成３０年３月定例会
　②施行日　平成３０年４月１日施行

エ
義務
権利

オ
市税
等

花巻市障がい児福祉計画

【目的】
　　国が定める基本指針に即して、障害
　児通所支援及び障害児相談支援の提供
　体制の確保その他障害児通所支援及び
　障害児相談支援の円滑実施をするため
　の計画
【内容】
　　１　障害児通所支援及び障害児相談
　　　　支援の提供体制の確保に係る目
　　　　標に関する事項
　　２　各年度における指定通所支援又
　　　　は指定障害児相談支援の種類ご
　　　　との必要な見込量
　　３　指定通所支援又は指定障害児相
　　　　談支援の種類ごとの必要な見込
　　　　量の確保のための方策
　　４　指定通所支援又は指定障害児相
　　　　談支援の提供体制の確保に係る
　　　　医療機関、教育機関その他の関
　　　　係機関との連携に関する事項
【区分】
　　実施計画
【計画期間】
　　平成３０年度～平成３２年度
【関係法令】
　　児童福祉法第33条の20

※障がい児福祉計画は、児童福祉法に基
づく新たな計画であり、平成30年度か
らの法施行に伴い、「障がい者」と「障
がい児」別々に計画策定が必要となっ
た。障がい児に関する事項は、障がい福
祉計画に位置付けられていた。(障がい
福祉計画が、２つに分かれる。)

対象
外
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№ 除外
除外する理由

（重要なものに該当しない理由）
計画及び条例等の名称

　計画及び条例等の内容（特に必要と認
め市民参画を実施する場合はその理由）

重要

実施計画であるため。

実施計画であるため。

花巻市国民健康保険
保健事業実施計画
（データヘルス計画）

【目的】
　国民健康保険法に基づき、健康・医療
情報を活用して、効果的かつ効率的な保
健事業の実施を図るため
【内容】
　花巻地域の特性、健康医療情報の分析
と健康課題、今後の保健事業の目的・成
果目標及び方向性等
【区分】
　実施計画
【計画期間】
　平成３０年度～平成３２年度
【関係法令】
　国民健康保険法（昭和３３年法律第１
９２号）第８２条第４項の規定に基づき
厚生労働大臣が定める国民健康保険に基
づく保健事業の実施等に関する指針

対象
外

花巻市国民健康保険
特定健康診査等実施計画

【目的】
　糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化
を予防し、メタボリックシンドロームの
該当者及び予備軍を減少させること
【内容】
　目標、対象者数及び実施方法等
【区分】
　実施計画
【計画期間】
　平成３０年度～平成３４年度
【関係法令】
　高齢者の医療の確保に関する法律第１
９条

対象
外

8

7
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